
利用時間帯や利用金額等に応じた弾力的な割引を行い、阪神高速道路の利用促進、
有効活用を図る。

阪神高速マイレージサービス（一般向け）

　　○基本ポイント：利用額１００円ごとに３ポイントを付与
　　○加算ポイント：下表の利用額に応じて付与
　　○１００ポイント＝１００円で還元　（最低交換ポイント：５００ポイント）
　　○ポイントは付与された翌年度末まで有効（最大２年間）

阪神高速多頻度割引（事業者向け）

　　

　　○当月の利用実績に応じた割引

ＥＴＣクレジットカード利用者 ＥＴＣコーポレートカード利用者

　　　　（平日オフピーク割引）
　○割引時間帯
　　　　　　　　 １１時～１６時
　　　　　　　　 １９時～２２時
○割引率　　１０％（阪神西圏は５％）

　　　　　　（社会実験を含む）

　　　　　　　（休日割引）
　○割引時間帯
　　　　土曜・日曜・祝日の全日

　○割引率　２０％（阪神西圏は１０％）
　　　　　（社会実験を含む）

曜日別時間帯別割引

利用頻度割引

重複適用により実質割引率がＵＰ

阪神高速道路における新たなＥＴＣ割引について
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6％1万円超3.5万円までの部分

3％1万円までの部分

13％7万円超の部分

8％3.5万円超7万円までの部分

付与率月間利用額

0％5,000円までの部分

3％5,000円超1万円までの部分

8％3.5万円超7万円までの部分

6％1万円超3.5万円までの部分

13％7万円超の部分

割引率当月の月間利用額

　　　（夜間割引）

○割引時間帯　

　　　　　２２時～７時

○割引率１０％（阪神西圏は５％）
　　　　　　（社会実験を含む）

参考２


